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計画の趣旨、策定体制と役割、全体スケジュール 

 

１ 計画の趣旨 

 

（１）計画策定の背景 

○平成２６年１１月、我が国の急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に

歯止めをかけるとともに、大都市圏への人口の過度な集中を是正し、それぞれの地

域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を維持していくために、

「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。 

○そして、国は平成２６年１２月２７日に、国における人口の現状と将来の姿を展望

する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（以下「長期ビジョン」という。）及

び、今後５カ年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策を提示する「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」（以下「国の総合戦略」という。）をそれぞれ閣議決定されま

した。 

○これを受けて、地方公共団体においても、長期ビジョン及び国の総合戦略を勘案し

つつ、当該地方公共団体における人口の現状と将来の展望を提示する「地方人口ビ

ジョン」を策定するとともに、これを踏まえて、今後５カ年の目標や施策の基本的

方向、具体的な施策をまとめた「地方版総合戦略」を平成２７年度中に策定するも

のとしています。 

 

（２）目的 

まち・ひと・しごと創生については、国と地方とが一体となり、中長期的な視点に

立って取り組む必要があります。このため、国の長期ビジョン及び総合戦略、県のま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案しつつ、本市の急速な少子高齢化の進展、将来

的な人口減少などの課題に対応したまちづくりを着実に推進するため、まち・ひと・

しごと創生法第１０条第１項の規定により、「うるま市人口ビジョン」及び「うるま

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「うるま市総合戦略」という。）を平成２

７年度中に策定します。 

なお、島しょ地区は、少子高齢化と人口減少が著しいため、市全体とは別に島しょ

地区を対象とした人口ビジョン及び総合戦略を策定します。 

 

（３）うるま市人口ビジョンの策定 

１）位置づけ 

本市における人口の現状を分析し、市民の皆様と人口に関する認識を共有し、今後

目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示します。 

人口ビジョンは、総合戦略において、まち・ひと・しごと創生の実現に向けた効果

的な施策を企画立案する上で基礎となる重要なものとして位置づけ、策定します。 
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２）計画対象期間 

うるま市人口ビジョンの計画対象期間は、国が作成した「長期ビジョン」の期間で

ある平成７２年（2060）までを基本とします。 

 

３）計画の構成 

（ア）人口の現状分析 

本市の総人口や年齢別人口等の推移、出生、死亡及び移動（転入及び転出）の推

移動向、産業別の就業状況や雇用状況などの人口動向に関連する事項について分析

を行います。 

国立社会保障・人口問題研究所等将来人口推計、市独自の将来人口推計を活用し、

計画体使用期間終了までの本市における将来人口の分析を行います。 

人口の変化が将来の市民の生活や地域経済・市政に与える影響について分析また

は考察を行います。 

① 人口動向分析 

② 将来人口の推計と分析 

③ 人口の変化が地域の将来に与える影響 

 

（イ）人口の将来展望 

人口の現状分析結果と課題を踏まえつつ、地域住民の結婚・出産・子育てや移住

に関する意識・希望を把握し、目指すべき将来の方向を提示し、自然増減や社会増

減の見通しを立て、総人口や年齢３区分別人口等の将来を展望します。 

① 将来展望に必要な調査・分析 

② 目指すべき将来の方向 

③ 人口の将来展望 

 

（4）うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 

１）位置づけ 

本市人口ビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた平成２７年（2015）年度からの５

カ年の目標や施策の基本的な方向を定め、具体的で効果の高い施策を集中的に実施し

ていくための総合戦略を策定します。 

 

２）計画対象期間 

うるま市総合戦略の計画対象期間は、平成２７年度（2015）から平成３１年度（2019）

までの５カ年とします。 

 

３）計画の構成 

（ア）基本目標 

うるま市人口ビジョンを踏まえたうえで、国の総合戦略が定める政策分野を勘案

して、総合戦略における政策分野を定めるとともに、政策分野ごとの戦略の基本目

標を設定します。 
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（イ）施策に関する基本的方向 

政策分野ごとの基本目標を達成するためにどのような施策を推進していくか、施

策の基本的方向を設定します。 

 

（ウ）具体的に実施すべき施策と客観的な指標 

施策の基本的方向に沿って、政策分野ごとに計画対象期間（５カ年）のうちに実

施する具体的な施策を設定します。併せて、各施策の効果を客観的に検証できるよ

うにするため、施策ごとに指標を設定します。 

 

 

 

 

 

  

【参考】国の総合戦略における基本目標 

① 地方における安定した雇用を創出する 

② 地方への新しい人の流れをつくる 

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を

連携する 
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２ 策定体制と役割 

 

策定体制は、本市市長・副市長・部長クラスで構成する『推進本部』、本市関係部局の課長

クラスで構成する『幹事会』、学識者や関係機関等の代表で構成する『外部関係者会議』から

なり、「うるま市人口ビジョン」と「うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を目

指します。 

 

（１）うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部 
○推進本部は、まち・ひと・しごと創生法を踏まえ、うるま市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むことを目的に設置された組織です。主な所

掌事務は、次のとおりです。 

・人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項 

・各施策の推進に関する事項 

・まち・ひと・しごと創生法に関する事項 

○構成員は、市長、副市長、教育長、部長、消防長、会計管理者、教育部長、指導部長、水

道部長によって構成します。 

 

（２）うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部幹事会 
○幹事会は、推進本部の中に設けられた組織で、うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の推進に係る事項について、推進本部の指示する事項について調査及び検討を行う組織で

す。 

○構成員は、企画部長、企画部企画課長、企画部情報課長、福祉部子ども子育て対策室長、

経済部商工観光課長、経済部企業立地雇用推進課長、都市計画部都市計画課長、建設部土

木課長によって構成します。 

 

（３）うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略外部関係者会議 
○専門的見地又は市民の視点や様々な立場からの意見等を広く聴取し、効果的で実効性のあ

る計画を検討することを目的とします。主な検討事項は、次のとおりです。 

・人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項 

・各施策の推進に関する事項 

・まち・ひと・しごと創生法に関する事項 

○委員は、市民、産業・金融・労働・言論のいずれの知見を有する者、学識経験者、地方行

政機関及び公共的団体の職員から構成します。 
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うるま市人口ビジョン及び総合戦略策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加 参加 

 

 

アンケート調査 

パブリックコメント 

学識経験者 関係機関・団体 事業者 市民 

うるま市（市長） 

 

 
推進本部 

○計画の検討・策定 

○市役所内外の整合性の検討 

推進本部幹事会 

○計画案の作成・検討 

○各種調査・検討 

事務局 

○計画素案の作成・検討 

○連絡調整 

 

外部関係者会議 

○計画の検討 

意見・提案 

計画(案) 

島しょ地域意見交換会 

意見・提案 

情報提供 



 

6 

うるま市人口ビジョン及びうるま市総合戦略策定の全体スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

協議、調整

（１）人口ビジョンの策定支援

１）人口の現状分析

２）人口の将来展望

（２）総合戦略の策定支援

１）基本的方針

①基本目標

②目標達成に向けた基本的方向

③政策分野ごとの基本目標

２）市民アンケート調査の実施及び分析

３）各種会議等の開催支援

①住民との意見交換会の開催

②庁内会議の開催

③関係部署等へのヒアリング

④有識者会議の開催

４）空き家状況ヒアリング

成果品とりまとめ

1月8月 2月 3月項目 9月 10月 11月 12月

・総合戦略の施策検討（骨子）

総
合
戦
略
骨
子

・骨子作成

・骨子作成

9/11

発送

総
合
戦
略
骨
子
（
修
正
案
）

・修正

・修正

・修正

・ＫＰＩ設定

・回収 ・集計、整理

・ヒアリング実施

・開催・内容検討、資料作成

・ビッグデータ活用による現状分析修正（市）

・ビッグデータ活用による将来設定修正（市）

・アンケート結果

・住民意見交換会結果

・ビジョン及び総合戦略素案

・アンケート結果

・住民意見交換会結果
・ヒアリング結果

・ビジョン及び総合戦略素案

総
合
戦
略
素
案

ビ
ジ
ョ
ン
素
案

・素案作成

・素案作成

・素案作成

・素案作成

・素案作成

総
合
戦
略
素
案

ビ
ジ
ョ
ン
修
正
案

・修正案作成

・修正案作成

・修正案作成

・修正案作成

・修正案作成

議
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
予
定
）

・ビジョン及び総合戦略修正案

・ビジョン及び総合戦略修正案

・意見交換会

・ヒアリングについて
・アンケート状況

・総合戦略骨子

・意見交換会

・ヒアリング結果

・アンケート状況

・総合戦略修正案

・ビジョン及び総合戦略素案

・アンケート結果

・有識者会議、庁内会議

・ビジョン及び総合戦略素案

・有識者会議、庁内会議
・議会ヒアリング

・ビジョン及び総合

戦略修正案

・ビジョン及び総合

戦略修正案
・有識者会議、庁

内会議

・議会ヒアリング

・ビジョン及び総合戦

略修正案
・ビジョン及び総合戦

略概要版

・成果品について

・ＫＰＩ方

針検討

・最終とりまとめ

骨子の各施策について、所管課による

可能不可能の判断、所管課による単
年度毎事業費の算出

9/1 or 9/15

ヒアリングシートの残

り回収（区長会）

・島しょ地域のとり

まとめ

・パブリックコメント（予定）

8/17

第2回幹事会

8/25

第2回推進本部

・人口ビジョンについて

・アンケート実施について

9/11

第1回外部関係

者会議

・日程調整

・計画策定の趣旨とスケジュール

・アンケート実施について

・人口ビジョンについて

9/25

追加配布の判断（状況に

応じて）

ビ
ジ
ョ
ン
骨
子

（
修
正
案
）

8/17 8/25

・追加回収分の集計、整理

議
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
予
定
）


